
令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツ観光戦略的誘客促進事業
業務委託）に係る企画提案の募集について

次のとおり企画提案を募集するので、公告する。
令和８年３月２日

沖縄県知事　　玉城　康裕


１　趣旨
令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツ観光戦略的誘客促進事業業務委託）を委託する者を選定するために、本業務に係る企画提案を公募する。

２　応募資格、内容等
別途交付する令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツ観光戦略的誘客促進事業業務委託）に係る「企画提案応募要領」（以下「応募要領」という。）及び令和８年度スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツ観光戦略的誘客促進事業業務委託）に係る「企画提案仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照すること。

※　応募要領等については、沖縄県ホームページの「公募・入札（観光支援・産業支援・交流）」（トップページ並びにスポーツ振興課からリンク）からダウンロードすること。

３　企画提案書の提出場所、方法等
令和８年３月17日（火）12時までに、不備なく持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は到着確認が可能な手段をとるものとし、提出期限内に必着すること。

４　主なスケジュール
○　企画提案書提出期限  　　　　　　令和８年３月17日（火）12時
○　書面審査（予定）　　　　　　　　令和８年３月26日（木）午前

５　留意事項
⑴　本公募に係る事業は、国及び沖縄県の予算成立及び本事業に係る沖縄振興特別推進交付金の交付決定を前提とした事前準備手続であり、予算成立及び交付決定後に効力を生じるものである。
⑵　国会及び沖縄県議会において予算案が否決された場合、本事業の交付決定がなされなかった場合、又は交付決定額に変更があった場合は、契約の全部又は一部を締結しないことがある。

６　その他
⑴　書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵　提出書類等の作成及びプレゼンテーション等への出席に要する費用は、応募者の負担とし、提出書類等は返却しない。
⑶　選定委員会は非公開で行い、提出された提案書、審査内容、審査経過に関する問い合わせには応じられない。
⑷　入選者の選定に当たっては、提案された内容を総合評価し決定する。このため、業務を実施するに当たっては、沖縄県と協議して進めていくものとし、提案された内容を全て実施することを保証するものではない。
⑸　１者（共同企業体を構成する場合を含む。）当たり、提案は１件とする。
⑹　その他詳細は、「応募要領」及び「仕様書」による。

